
Ⅲ 事務処理編

６ 初期消火器具
（1）初期消火器具の取扱訓練

これまでに、消防局の補助事業を活用した自治会・町内会を対象に訓練実施の働き
かけを実施します。
ア 実施手法
（ｱ）横浜市民防災センターで実施する防火・防災体験会への参加の呼びかけ

地震や風水害の怖さを身近に感じていただくとともに、災害時の適切な行動や、
火災が起こった際の初期消火として大変有効である初期消火器具の取扱いについ
て、学んでいただく防火・防災体験会（予防課主催で実施）
※ 実施概要は通知を参照してください。

（ｲ）消防署主催による合同訓練会又は取扱指導会
（ｳ）自治会・町内会単位での訓練の実施
イ その他

やむを得ず訓練実施が困難な自治会・町内会に対しては、初期消火器具の取扱動
画の視聴など、訓練の代替えとなる取り組みを進めてください。

【参考】動画について
よこはま防災e-パーク⇒学習動画一覧⇒火災
⇒初期消火器具の取扱い方法 1
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（3）報告
ア 四半期報告（翌月10日までに報告をお願いします）

※ 必要に応じて、依頼することがあります。
イ 報告方法

ＡＩＮＥＴ「予防のトビラ」から報告をお願いします。
ウ 報告様式

ＡＩＮＥＴ「予防のトビラ」に掲載している様式から報告をお願いします。
（4）参考資料（通知、様式など）指導教材は、Ⅱ実践編に掲載しています。
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資料名 内容 保存場所

初期消火器具の更新、新規設置及び取扱訓
練の推進について（通知）

ＡＩＮＥＴ「予防のトビラ」自治会・町内会への防火・防災体験会の周
知について（通知）

報告様式

よこはま防災e-パーク（職員用ページ）
防火・防災普及啓発マニュアルや指導用
教材を掲載しています。

参考リンク：よこはま防災e-パーク

令和７年度防災活動等参加者に対する傷害保険
及び賠償責任責任保険の加入について（通知）

ＡＩＮＥＴ「予防のトビラ」

https://bousaie-park.city.yokohama.lg.jp/staff/staff-syokisyouka/
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（2）初期消火器具設置補助事業
ア 概要

自治会町内会が初期消火器具を設置・更新(器材全て又は一部)する費用に対し、
補助金を交付します。

(3) 補助対象団体
下記３つに当てはまる単一の自治会町内会が対象となります。

ア 地域に消火栓がある。
イ 家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大のおそれがある。
ウ 取扱いに関する訓練等を定期的に実施できる。

（4）補助対象となる器材
補助対象となる初期消火器具は、初期消火箱、スタンドパイプ式初期消火器具及び

これらを構成する器材です。
※ 仕様などについては、補助金交付の手引きをご覧ください。
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(5) 補助の対象経費
補助の対象経費については、下記のとおりです。

ア 初期消火器具の新規設置又は器材全ての更新設置※１の場合
初期消火器具の整備に要する経費（税込金額）の２/３に相当する額（上限20万

円/１件）
イ 初期消火器具の一部更新設置※１※２の場合

初期消火器具の整備に要する経費（税込金額）の２/３に相当する額（上限7万円
/1件）

ウ 横浜市密集市街地における地震火災対策計画で定める「重点対策地域」に該当す
る町丁目に初期消火器具を新規設置する場合
初期消火器具の整備に要する経費（税込金額）の９/10に相当する額（上限27万

円/1件）

※ 令和７年度から新たに追加された補助メニューになります。
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※１更新設置とは、自治会町内会が所有する初期消火器具が、経年劣化等を理由に使用が困
難になった場合に同じ場所に新たな初期消火器具を設置することをいいます。

※２一部更新設置とは、消防用ホースなどの器材の一部更新や、既に自治会町内会が所有し
て初期消火箱への新たな資機材（スタンドパイプや台車等）を追加することをいいます。

※３所有している消火栓開閉キーが旧型の場合、新型消火栓の蓋を開けられない可能性があ
ります。既存の初期消火器具直近の消火栓が新型消火栓に変更されている場合は、新型消火
栓開閉キーへの更新も補助対象としています。
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（6）スケジュール
４月：市連会にて初期消火器具補助事業について案内（予防課対応）
４月：区連会にて初期消火器具補助事業について案内（消防署対応）
４月～９月：補助金申請の受付
10月頃：交付決定通知書交付
11月頃～３月末：交付決定を受けた自治会町内会は初期消火器具を設置

→補助金交付
（7）受付要領

初期消火器具補助金交付の手引きを確認してください。
※ ＡＩＮＥＴ「予防のトビラ」に掲載されています。
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（4）参考資料（通知、様式など）指導教材は、Ⅱ実践編に掲載しています。
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資料名 内容 保存場所

初期消火器具整備補助事業補助金交付の
手引き（自治会町内会、担当者向け）

ＡＩＮＥＴ「予防のトビラ」

初期消火器具指導マニュアル

スタンドパイプ式初期消火器具取扱要領

市民のための火災消火要領

初期消火器具の道路占用ガイド

初期消火器具整備費補助金交付要綱

申請書等の様式
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報告要領
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① ＡＩＮＥＴ「予防のトビラ」を選択 ② 「報告」を選択
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③ 「報告」を選択
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④ 所属名、報告物の種類、報告対象期間をタブから選択し、報告様式をドラック＆ドロップ

①

②

③

④

⑤

① 所属名：所属を選択
② 報告物の種類

子どもの防火・防災普及啓発事業四半期報告
住宅用火災警報器普及啓発報告書
よこはま防災e-パーク広報及び活用実績報告書
初期消火器具取扱訓練実施結果報告書
補助を受けた自治会町内会の初期消火器具取

扱訓練実施結果報告書
初期消火器具整備状況記録表
地域訓練記録台帳
高齢者安全対策事業
家庭防災員研修・自主活動状況

③ 報告対象期間：報告期間を選択
④ 報告様式：様式をドラック＆ドロップ
⑤ 最後に保存して表示するをクリック
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⑤ 「保存して表示する」をクリックすると、一覧に表示され、報告が完了します。
報告者しか削除できません。
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